
提

出

者

長

妻

昭

平
成
十
六
年
七
月
三
十
日
提
出

質

問

第

二

七

号

国
会
議
員
よ
り
も
高
額
給
与
を
も
ら
う
国
家
公
務
員
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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国
会
議
員
よ
り
も
高
額
給
与
を
も
ら
う
国
家
公
務
員
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

現
在
減
額
さ
れ
て
い
る
国
会
議
員
の
年
俸
よ
り
も
、
高
額
な
年
俸
を
受
け
取
る
特
殊
法
人
・
独
立
行
政
法
人
・
認
可
法

人
・
公
益
法
人
等
の
役
職
員
に
関
し
て
以
下
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
そ
の
金
額
が
適
正
か
否
か
に
関
し
て
内
閣
の
見
解
を

問
う
。
部
署
名
、
役
職
、
年
俸
額
、
高
額
年
俸
の
理
由
。

プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
保
護
で
法
人
名
を
出
せ
な
い
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
ご
と
に
該
当
す
る
法
人
数
と
そ
れ
ぞ
れ
の
年

俸
額
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
内
閣
の
見
解
を
問
う
。

二

国
会
法
で
は
、
国
会
議
員
は
、
一
般
職
の
国
家
公
務
員
の
給
与
よ
り
も
少
な
く
な
い
歳
費
を
受
け
る
と
い
う
規
定
が
あ

る
。現

在
の
国
会
議
員
よ
り
も
多
く
の
歳
費
を
も
ら
う
一
般
職
の
国
家
公
務
員
は
存
在
す
る
の
か
。
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ

の
部
署
・
役
職
名
と
年
俸
額
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
国
会
法
に
抵
触
す
る
か
否
か
、
内
閣
の
見
解
を
問
う
。

右
質
問
す
る
。


